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要 旨

大規模地震・津波発生の切迫性が指摘されており，特に港湾においては海岸保全施設の防護ライン

の外側に位置することから，これまで十分な津波対策を行っていないことによる問題が顕在化してき

ている．

そこで，本研究では，港湾における津波防災について，過去に港湾で発生した津波による被害をま

とめ，津波被害波及過程図を作成した．また，モデル港湾を対象とした浸水・漂流シミュレーション

及び直接・間接被害を含めた津波被害額の推計を行うとともに，今後講じていくべき津波対策の方向

性について検討を行った．

これらの結果は，今後，港湾管理者や国の直轄組織，及び港湾に関係した全ての者が津波対策を検

討していく際の基礎資料となるものである．

：津波，被害波及過程，直接・間接被害キーワード
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Synopsis

Outbreak of a large-scale earthquake and tsunami is pointed out particularly port and harbors are located in the,

, .outside of the shore protection facilities not doing enough tsunami measures now become urgent problem

Therefore in this study about tsunami measures in port and harbor we compiled the tsunami damage that, ,

occurred in port and harbor in the past and we made the figure of tsunami damage influence process We also, .

calculated the inundation areas and behavior of drifting debris for several harbors estimated the direct damages,

and the indirect damage which caused by harbor facility damages examined directionality of the tsunami,

.measure which we should have taken in future

The results become basics document of case examining an anti-tsunami measure by harbor managers and the

.government and all subject who were related to port and harbor
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1. はじめに

これまで，港湾における津波対策については，堤防な

どの海岸保全施設の整備により港湾背後地の人命や財産

の防護を行ってきたものの，港湾の円滑な利用を重視し

ていることから，ふ頭や水域などにおける対策を十分に

行っていないのが現状で，港湾は津波に対し脆弱な状態

にある．

東海地震，東南海・南海地震など，我が国の沿岸域で

津波の発生を伴う大規模な海溝型の地震が切迫するなか，

津波の来襲から港湾労働者や来訪者の安全，港湾機能の

確保を図る津波対策の推進が重要な課題となっている．

平成16年12月末に発生したインド洋大津波による被害

は，我が国における津波対策の重要性を再認識させたと

ころである．これを受け，国土交通省においては，有識

者等からなる津波対策検討委員会が設置され，平成17年

3月16日に提言が取りまとめられた．提言においては，

今後の津波対策の基本的方向として，投資規模や対応期

間が限られている中で，できるだけ早期に地域の安全度

を高め，津波被害全体を最小化する活動を戦略的に推進

することが基本命題とされ，ハード整備とソフト対策を

一体的に行う総合的な減災対策を戦略的かつ強力に推進

することが必要とされている．

さらに，同月22日には，今後の港湾における大規模地

震・津波対策の基本的な方針を示した「地震に強い港湾

のあり方」が交通政策審議会より答申され，港湾労働者

・来訪者の避難や港湾機能の防護等のための必要な施策

がまとめられたところである．

港湾では，従来から施設の耐震性強化や液状化対策等

の地震対策を行ってきているが，上記のように津波対策

についての対応が重要になってきている．

そのため本研究では，津波のみを対象として，津波の

来襲により港湾で発生する被害についての事例，被害の

波及過程を整理し，モデル港湾における被害を定量化す

ることを試みるとともに，津波対策の基本的な方向性を

整理することにより，国及び港湾管理者等の港湾に関係

する者が津波対策を講ずるに当たっての基礎資料とする

ことを目的としている．本資料の構成を以下に示す．

章では，港湾における津波被害及び復旧に関する資2

料収集・整理を行い，港湾における津波の被害及び復旧

に関する実態をまとめる．

章では，津波による施設被災等の直接被害が港湾機3

能の低下を経て経済的ダメージ等の間接被害に及ぶフロ

ーをまとめ，津波被害の波及過程図を示す．

章では，モデル港湾を対象とした津波被害の検討を4

行い，浸水シミュレーションと漂流シミュレーションを

実施することにより被害の想定を行うとともに，津波に

よる直接被害と間接被害とを定量的に把握することを試

みる．

章では，以上の検討によって得られた結果から，今5

後の津波対策のあり方について簡単に考察を加え，その

方向性を示す．

2. 港湾における津波被害の実態と復旧

2.1 津波被害の実態

我が国で過去に港湾において津波被害が発生した地震

として昭和南海地震（1946年12月21日），新潟地震（19

64年6月16日），日本海中部地震（1983年5月26日），北

海道南西沖地震（1993年7月12日），十勝沖地震（2003

年9月26日）が主なものとしてあげられる．港湾地域に

おける津波被害としては，浸水による被害，流出による

被害，津波波力による被害があり，港湾背後地域におけ

る被害としては，浸水による被害，流出による被害があ

る．以下に写真を示しながら説明したい．

1 浸水による被害( )

まず港湾区域における被害として，浸水による被害が

あるが， は北海道南西沖地震の際奥尻港フェリー写真-1

ターミナル施設が損壊したものである．このフェリータ

ーミナルでは1階の部分が津波によって破壊され，旅客

取り扱い業務の処理に支障を来すという被害が生じてい

る． も浸水による被害が十勝沖地震の際十勝港の写真-2

フェリーターミナルで生じているという事例である．

奥尻港フェリーターミナル施設の損壊写真-1

（1階部分が破壊され，流出：北海道南西沖地震）
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十勝港フェリーターミナル施設の浸水写真-2

（十勝沖地震）

， は，津波による倉庫や上屋の浸水によ写真-3 写真-4

写真り，施設内の貨物等に被害が発生したものであり，

の新潟地震による事例は，倉庫内の塩，飼肥料，食－3

料品，セメント及び電気製品などに被害が発生し，約20

億円近い保管商品のうち，80％が浸水，破損したもので

ある．

新潟港の浸水範囲写真-3
（港湾地域はほとんどが浸水した：新潟地震）

十勝港日通倉庫における津波の痕跡写真-4
（十勝沖地震）

万
代
橋

八
千
代
橋

昭
和
大
橋

ＪＲ
越
後
線

千
歳
大
橋

信
濃
川
水
門

日　本　海関
屋
分
水
路

　　　　　　
　 信
　 濃
川

新潟地震の津波により
浸水した区域

万
代
橋

八
千
代
橋

昭
和
大
橋

ＪＲ
越
後
線

千
歳
大
橋

信
濃
川
水
門

日　本　海関
屋
分
水
路

　　　　　　
　 信
　 濃
川

新潟地震の津波により
浸水した区域
新潟地震の津波により
浸水した区域

， は浸水により荷役機械等に被害が生じたも図-1 図-2

ので，十勝沖地震の際，十勝港においてセメント荷役施

設が浸水被害を受けた．具体的には，小型のバン等の車

両やフォークリフトについて，エンジン部への海水の浸

入によりオーバーホールが必要となった．なお，フォー

クリフト1基のオーバーホールにかかる費用は約100万円

とのことである．また，セメント荷役用に地中に設置し

たベルトコンベア内への海水の浸入によって機械が使用

不可となっており，このため，十勝管内へのセメントの

供給について3ヶ月間は釧路港からの輸送で対応すると

ともに，地上式のベルトコンベアを新設している．

十勝港において浸水被害を受けた図-1
セメント荷役施設（十勝沖地震）

セメント輸送設備の浸水状況（十勝港）図-2

は北海道南西沖地震での様子であり，岸壁に係写真-5

留された漁船5隻が炎上し，さらに，自動車から漏れた

ガソリンに引火し，背後の住宅地への火災へと広がった

事例である．

南ふ頭第４岸壁
受入用エレベーター
（－６ｍ～＋３０ｍ）

地中ベルコン
（Ｈ２ｍ×Ｂ３ｍ）

陸上ベルコン

太平洋セメントサイロ
１０，０００ｔ（南ＳＳ）

南ふ頭第４岸壁
受入用エレベーター
（－６ｍ～＋３０ｍ）

地中ベルコン
（Ｈ２ｍ×Ｂ３ｍ）

陸上ベルコン

太平洋セメントサイロ
１０，０００ｔ（南ＳＳ）
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炎上する青苗地区と崩壊した青苗岬灯台写真-5

（北海道南西沖地震）

また日本海中部地震では，港湾等において，工事作業員

37名をはじめ，遠足に来ていた小学生13名など，55名の

命が失われたという被害が起こっている.

2 流出による被害( )

写真-6 写真-7 写真次に流出による被害であるが， ， ，

， にその様子を示す．これらは車両，原木，コ-8 写真-9

ンテナ，船舶，瓦礫などが港内へ流出したものであり，

津波の引き波時に，ふ頭における自動車，貨物や空コン

テナ，水面貯木場の原木の流出により，港内の船舶の航

行が規制されたというものである．

奥尻港内へ転落した車両の引き上げ作業写真-6

（北海道南西沖地震）

秋田港の貯木場から流出した原木写真-7

（日本海中部地震）

十勝港内に流出した空コンテナ写真-8

（十勝沖地震）

青苗漁港内に流出した瓦礫の処理及び行方写真-9

不明者捜索の様子（北海道南西沖地震）
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， は津波により船舶が岸壁へ打ち上げ写真-10 写真-11

られたり，転覆したりしたものであり，岸壁や泊地の利

用に支障を来したものである． の北海道南西沖写真－10

地震では，奥尻港において漁船や養殖施設が津波の被災

を受け，檜山管内で約92億円の水産被害が生じており，

の十勝沖地震では，十勝港において津波によっ写真-11

て岸壁に漁船が打ち上げられたり，ゴミなどが散乱した

りしたため，イワシの好漁期に，被災船舶の処理やゴミ

清掃などによって，1週間程度，定置網などの漁労活動

が停止している．

奥尻港で打ち上げ，転覆した漁船写真-10

（北海道南西沖地震）

十勝港で岸壁に打ち上げられた漁船写真-11

（十勝沖地震）

3 津波波力による被害( )

津波波力による被害の様子を ， に示す．図-4 写真-12

北海道南西沖地震の際，奥尻港では津波により北防波堤

ケーソンの滑動・転倒が生じ，外郭施設としての機能が

失われている．

奥尻港北防波堤ケーソンの被災状況図-4

（ケーソンが大きく滑動して，港内側に最大30ｍ

滑動・転倒：北海道南西沖地震）

奥尻港北防波堤ケーソンの滑動・転倒写真-12

（北海道南西沖地震）

4 港湾の背後地域における被害( )

写真次に港湾の背後地域における被害の事例を示す．

， ， は，津波による産業活動停止の事例-13 写真-14 図-5

であり， の新潟地震では，新潟市内において信写真-13

濃川を遡上した津波が越流して港湾背後の市街地にまで

浸水が及び，長期にわたる浸水により，商工業関係の事

業所において経済的な被害が生じている．また ，写真-14

の日本海中部地震では，能代市において港奥部に向図-5

かう水域を津波が遡上し，奥部から陸上に越流して工場

地帯が浸水している．

地震直後60 程度浸水した新潟市の写真-13 cm

明石通り（新潟地震）
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能代港内を遡上する津波写真-14

（数波目の津波で，既に対岸に漁船が打ち上げられてい

る：日本海中部地震）

能代港奥部における浸水域図-5

（日本海中部地震）

， は漁船などの流出物による家屋の損写真-15 写真-16

壊の様子で，昭和南海地震や北海道南西沖地震で津波に

よって漁船などが港湾背後地域に流出し，家屋等に被害

を与えている．

和歌山県海南市において津波により写真-15

打ち上げられた漁船

（昭和南海地震）

浸水域

能代港

浸水域

能代港

奥尻港において民家の庭先にまで流出した写真-16

漁船

（北海道南西沖地震）

は，石油の流出による火災被害の様子である．写真-17

新潟地震（Ｍ7.5）で，新潟港に立地する昭和石油製油

所の石油タンクが出火し，タンク計149基が炎上した．

さらに，地震後の津波のため油が流出し，臨港町等付近

の民家290棟も延焼したというものである．

新潟地震における石油タンク火災写真-17

2.2 津波被害の復旧対応

で被害実態を示した津波のうち，昭和南海地震津2.1

波以外については，復旧に関する資料が残されている．

ここでは津波被害への復旧対応について，浸水被害，流

出被害それぞれへの対応に分けて概説する．

1 新潟地震（昭和39年6月16日13 01発生）( ) :

・浸水被害に対する復旧

地震の発生後，数回にわたる津波の来襲により，新潟

港から背後の市街地へ通ずる幹線道路は一面に浸水し，

木材や魚箱が夥しく散乱したため，港が完全に孤立状態

に陥った．そのため，24日，海上自衛隊は港と市街地の

国総研資料 .306No
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交通確保のため，新潟港～万代橋間の水上輸送を開始し

た．運航期間は6月24日～7月3日までで，輸送人員は延

べ14,902人であった．

・流出被害に対する復旧

流木等の港内障害物，油類の流出による火災発生のお

それなどから，16日13 25に新潟港長より入港禁止措置:

が執られた．その後，海上保安庁の巡視船により，翌17

日朝から航路の深浅測量及び港内障害物の処理が進めら

れ，18日12時から，救援物資輸送の船舶に限り高校制限

を解除した．24日の12時からは，一般船舶についても全

面的に制限が解除された（発震後8日目）．

2 日本海中部地震（昭和58年5月26日12 00発生）( ) :

・流出被害に対する復旧

地震直後からの断続的な津波による水位変化が続いて

速い流れと渦流が生じ，港奥部の水面貯木場から，約23,

000本の原木が港内に流出し，そのため，港長より入港

禁止措置がとられた．流木の回収作業が断続的に行われ，

31日までにほとんどの流木が回収されて，入港禁止措置

は解除された（発震後5日目）．

3 北海道南西沖地震（平成5年7月12日22 17発生）( ) :

・流出被害に対する復旧

被災直後，港内には瓦礫や車，漁船など，様々な障害

物や浮遊物が散乱した．そのため，障害物状況調査を実

施し，処理を行った．フェリーは，15日午後瀬棚～奥尻

間が，16日午後江差～奥尻間が本格的に運航を開始した．

4 十勝沖地震（平成15年9月26日4 50発生）( ) :

・浸水被害に対する復旧

家畜の飼料倉庫の浸水に対して，浸入水の排出，水漏

れした貨物の片づけ，数揃え，詰め直し等の応急対応を

し1週間後に最低限の機能が回復した．エンジンに海水

が浸入したフォークリフト（2台）や床上浸水したバン

（3台）の復旧として，オーバーホールや買い換えで対

応したが，資金調達の問題から2ヶ月を要した．

・流出被害に対する復旧

港内に流出した空コンテナに関しては，タグボートに

より回収した．水没する前に回収しなければならなかっ

たことから，当日中に対応した．

3.港湾における津波被害波及過程の検討

前章で見てきた，津波による被害の実態などから，こ

こでは，津波被害の波及過程を一枚の図にまとめること

を試みている．まずは前章の津波被害，復旧事例を整理

する．

3.1 津波被害・復旧事例の整理

章で見てきたとおり，港湾において津波の来襲があ2

った場合には，港湾だけでなく，背後地域を含めた幅広

い被害が生じることがわかった．またプレジャーボート

に関する被害事例はなかったが，近年高潮発生の際に生

じた被害実態を考慮し，今後津波による被害が起こりう

るものとして記載した．以下に港湾，及び背後地域別に，

浸水・流出・津波波力といった分類を行い，被害のまと

めを示す．

1 港湾地域における被害( )

①浸水による被害

・フェリーターミナル施設の浸水や損壊

・倉庫・上屋などの浸水による貨物被害

・浸水による荷役機械等の被害

・船舶の火災

・港湾工事従事者や港湾来訪者などの人命の喪失

②流出による被害

・車両，原木，コンテナ，船舶，瓦礫などの港内への

流出

・船舶の岸壁への打ち上げ・転覆など

・プレジャーボートの流出

③津波波力による被害

・防波堤等の外郭施設の被災

・プレジャーボート係留施設の損壊

2 背後地域への被害( )

①浸水による被害

・津波の浸入による産業活動の停止

・排水ポンプ場の被災による浸水の長期化

②流出による被害

・漁船などの流出物による家屋の損壊

・石油の流出による火災被害

また津波による直接被害から派生する間接被害の拡大

を抑えるためには，迅速な応急復旧が不可欠であり，こ

の観点から過去の復旧対応事例に基づき復旧事例を整理

すると以下のようになる．

①新潟地震

・発災後3日目まで入港禁止措置

・3日目まで航路の深浅測量及び港内障害物の処理

・3日目以降，救援物資船舶に限り航行制限解除

・9日目以降，一般船舶についても全面的に制限解除

②日本海中部地震

・発災後6日目まで入港禁止措置

・6日目まで流木の回収作業

・7日目以降．入港禁止措置解除

③北海道南西沖地震
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・発災後4日目まで入港禁止措置

・2日目以降，障害物状況調査及び障害物の処理

・4日目に瀬棚～奥尻間のフェリー航路が再開

・5日目に江差～奥尻間のフェリー航路が再開

3.2 津波被害の波及過程図

これまでに紹介してきた各種の事例をもとにすると，

津波の来襲によって港湾地域においては，港湾施設の

「浸水被害」や貨物などの「流出被害」といった直接被

害が発生し，港湾機能が低下することが明らかになった．

これにより，港湾地域及び背後地域における港湾関連産

業や港湾依存産業の活動に間接被害をもたらすこともわ

かった．さらに，背後地域においては，港湾からの流出

物による直接被害も発生することがわかっている．

これを概念的に示すと， のとおり，港湾地域・背図-7

後地域別に，浸水被害・流出被害からなる直接被害が港

湾機能の低下を経て間接被害に至る過程として整理する

ことができる．この過程をコンテナターミナル，マリー

ナ等の港湾に所在する施設及びその機能ごとに詳細に整

理すると， に示す津波被害波及過程図として取りま図-8

とめることができる．同図は，被害項目等を網羅的に取

り込んだものであり，一般図としての性格を有するもの

である．したがって，それぞれの港湾に関する波及過程

図は，一般図を基本としながらも，当該港湾が有する機

能や被害の内容等により，当該港湾に即した波及過程図

として作成され，被害想定の実施や対策の充実に向けて

活用されるべきものである．

津波被害の波及イメージ図-7

港湾関連産業・依存産業
における浸水被害

港湾機能
の低下

港湾関連産業・
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営業損失

住宅などの被害拡大 港湾依存産業の営業損失

貨物等の
流出被害

港湾施設の
浸水被害

【港湾地域】

【背後地域】
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の被害

津波の発生・来襲

港湾の被災 防波堤等の被害

直接被害
間接被害

港湾関連産業・依存産業
における浸水被害

港湾機能
の低下

港湾関連産業・
依存産業の
営業損失

住宅などの被害拡大 港湾依存産業の営業損失

貨物等の
流出被害

港湾施設の
浸水被害

【港湾地域】

【背後地域】

港湾労働者・
港湾来訪者等

の被害

津波の発生・来襲

港湾の被災 防波堤等の被害
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住宅などの被害拡大 港湾依存産業の営業損失

貨物等の
流出被害

港湾施設の
浸水被害

【港湾地域】

【背後地域】

港湾労働者・
港湾来訪者等

の被害

津波の発生・来襲

港湾の被災 防波堤等の被害
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4.モデル港湾を対象とした津波被害の検討

ここでは，モデル港湾を対象に，津波シミュレーショ

ン，漂流シミュレーションによる浸水，及び流出被害を

検討するとともに，先に述べた直接被害と間接被害がど

の程度の額になるのかを試算する．

モデル港湾としては，地震による津波被害が大きく，

検討に必要な被害想定が可能であること，コンテナ，木

材等様々な貨物を扱っており港湾の諸機能が存在してい

ることなどから，清水港を選定した．

清水港は静岡県沿岸部のほぼ中央に位置し，東海地域

を中心とする市民の暮らしと，自動車産業，木材産業，

非鉄金属製造業，製紙業，水産業等の産業活動を支えて

いる．特に，近年では，国際海上コンテナ輸送の拠点と

しての役割が増し，平成16年実績で外内貿含めてコンテ

ナ取り扱い個数が約52万ＴＥＵとなっている．

清水港を含む東海地方は，近い将来に東海地震の影響

を受けることが想定されており，地震被害及び津波被害

対策が急務となっている．想定東海地震については，内

閣府の調査会である中央防災会議「東海地震に関する専

門調査会」，及び文部科学省の地震調査研究推進本部で

の震源域に関する検討がなされており，プレート境界型

地震により発生することが予想される津波の予測により

清水港の津波被害について検討する．

清水港の各地区の状況は以下の通りである．

①新興津地区

新たなコンテナターミナルを中心とする物流ゾーン

②興津地区

コンテナターミナル，公共上屋等が立地する物流ゾー

ン

③袖師地区

コンテナターミナルを中心に，原木，チップ等を扱う

物流ゾーン

④江尻地区

魚市場や冷蔵施設等の立地する水産ゾーン

⑤日の出地区

エスパルスドリームプラザや清水マリンターミナル等

の交流ゾーン

⑥富士見地区

民間倉庫，チップヤード等の立地する物流ゾーン

⑦折戸地区

水面貯木場を中心とする木材関連産業の立地ゾーン

⑧塚間地区

ＪＦＥ（旧日本鋼管），カナサシ重工等臨海工業の立
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津 波 の 発 生 ・ 来 襲

【港湾地域】
港 湾 の 被 災外郭施設・係留施設等の被災

津 波 に よ る 浸 水 被 害 津 波 に よ る 流 出 被 害

港湾管理施設 港湾関連企業 在来ふ頭 ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ 水産ふ頭 マリーナ ﾌｪﾘｰ・ 臨港道路 各種処理施設 緑地等 電源施 産業施設 在来ふ頭 ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ 水産ふ頭 ﾏﾘｰﾅ・作業船 危険物取扱 人 命RORO
・旅客船ふ頭 ﾚｸ施設 設 ・官庁船だま 施設

事務所の浸水 事業所の浸水 ｸﾚｰﾝ･ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ ｸﾚｰﾝ･ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 漁協事務所、 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 臨港道路 下水処理施設 事務所・ 荷捌地・野積 空コンテナの 漁船の流出 り 港湾労働
ﾄﾗｯｸ等輸送車 の浸水 の浸水、稼働 市場の浸水 の浸水 ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ（発 の浸水 ・排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 緑地、 発電施 生産設備 場からの原木 流出 漁具の流出 原油・重油 者・港湾
両・従業員用 倉庫・上屋・ 停止 水産加工場の 修理工場 券所 待合室 場・ｺﾞﾐ焼却 賑わい 設の浸 の浸水 ・ﾁｯﾌﾟ・砂・ 車両の流出 車両の流出 ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ ・ナフサ・ 来訪者の直 、 ）
車両の浸水 荷捌地・野積 ﾔｰﾄﾞの蔵置ｺﾝ 浸水 の浸水 の浸水 施設等の管理 ・交流 水 民有ふ頭 鉱物等の流出 の流出 薬品等の流 転倒・転

場の浸水・濡 ﾃﾅの浸水・濡 航送車両の浸 室（ｺﾝﾄﾛｰﾙﾙｰ 施設等 の浸水 車両の流出 作業船の流出 出 落・水死接
損 損 水 ﾑ）の浸水 の浸水 船舶の流出 官庁船の流出

被

害
海側への流出 陸側への流出

泊地等での流出物の漂流・水没 岸壁・ｴﾌﾟﾛﾝ・荷捌地・野積場への
危険物の港湾周辺海域への漂着 打ち上げ・漂着・散乱

港湾関連 船舶との衝突事故 海域汚染等 荷役・輸送の阻害 火災の発生
産業・港港

水産物 水産加 港湾の 湾依存産 港湾の安湾
港湾管理業務 荷役・集荷・ 荷役活動の停 水濡れした港 取り引 工業務 ﾏﾘｰﾅ管理 車両・旅客の 港内での 処理系施設の 緑地等 防災機 業におけ 船舶の入出港規制 流出物回収 荷役・保管・荷捌 火災による 全性に関機
の停止 運送等の業務 止 湾貨物の移動 き機能 の停止 業務の停 輸送停止 移動の困 管理業務の停 の利用 能の停 る生産活 による港湾活動の による港湾 ・運送等の港湾活 荷役・生産 する信頼能

の停止 ・処理 の停止 止 難 止 停止 止 動の停止 停止 活動の停止 動の停止 活動の停止 性の喪失の
低
下

【 】背後地域
物流機能の低下・停止 人流機能の停止 産業機能の停止 生活・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ機能の停止 港湾の利用 港湾を支え

環境の悪化 る人命損失
背後地域の浸 港湾依存産業に【１次被害】
水、木材・小型 おける原料・製間

輸送ﾙｰﾄ・手段の 海上輸送・荷役方式の 機能の低下・停 輸送ﾙｰﾄ・手段 漁業者、水産関連業 海ﾚｸ関連事業者に 臨海部製造業に 処理系施設 ﾚｸ施設利用者 流出物の回 生存するこ 船舶等の流出 品の出入荷困難
変更に伴う被害 変更に伴う被害 止に伴う貨物の の変更に伴う被 者における操業停止 おける事業停止 おける操業停止 の稼働停止 の来訪停止 収・処理作 とによる利接

商品価値の喪失 害 業の発生 益の逸失
工場・事務所・ 振替輸送による被

貨物量の減少 住居等の被害 費用の増大
【２次被害】害

事業者にお
公共主体における港湾利用 復旧費用 港湾関連産業における営業損失 事業者における営業損失 生活の利便 港の賑わいの ける営業損 人的資源の 後始末費用・復 港湾依存産業に
収入、入港税・ﾄﾝ税の減少 の発生 性の低下 喪失 失 社会的損失 旧費用の発生 おける営業損失

【地域全体】
地域産業の活力低下、生活水準の悪化

〔凡例〕
地域経済の落ち込み （悪循環のループ） ：物流・人流系

：産業系

消費・設備投資の落ち込み

津波被害の波及過程図図-8

港湾と背後地域における間接被害を含めた津波被害波及過程及びその評価方法 岡本修・小田勝也・熊谷兼太郎/
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地ゾーン

⑨三保地区

三保ランドや三保海水浴場等のレクリエーションゾー

ン

⑩貝島地区

日本軽金属，三保造船等，臨海工業の立地ゾーン

4.1 直接被害の把握（津波浸水域の予測）

1 津波による浸水被害の推計( )

ここでは，津波浸水による被害がどういう形で発生す

るかを推定するため，浸水シミュレーションを行ってい

る．津波シミュレーションの前提条件を に示す．表-1

津波シミュレーションの前提条件表-1

項 目 条 件

対象地震 想定東海地震

地盤の隆起 考慮しない

海岸保全施設等の考慮 考慮する（天端高データで

考慮）

基礎方程式 非線形長波理論式

津波越流の評価 本間の式

海底摩擦（粗度） 海域：マニング粗度係数

n= (m- / s)0.025 1 3

陸域：土地利用粗度データ

を考慮

m m計算格子間隔 最小12.5 ×12.5

H W L(T P + m)潮位条件 . . . . 0.86

計算時間 地震発生後180分

なお，想定地震は，中央防災会議「東海地震に関する

専門調査会 第11回 」資料における検討3ケースのうち，( )

清水港で津波被害が最も大きくなる「想定震源域＋

」を対象地震とした．津波シミュレーションでは，ABD

地震学的に推定された断層パラメーターから海底地殻変

動を計算し，それを初期条件として津波の伝播を計算，

沿岸での波高や浸水域を推定している．津波を起こすよ

うな大地震の断層の大きさは数十㎞以上であり，広い範

囲にわたって地殻変動が海底に生じる．その広がりは水

深（深海でもせいぜい数㎞）に比べてずっと大きいので，

この様な波を長波としてモデル化することが妥当である

と考えられる．また運動方程式を考慮するに当たり，海

岸付近で津波の遡上を計算する場合には非線形性や海底

摩擦を考慮した式を用いることとなる．そこでモデル化

に当たって非線形長波理論を用いたものである．数値シ

ミュレーションでは，運動方程式と連続の式を，実際の

海底地形（水深）を与えて，差分法で解いている．計算

格子については波源から陸上に近づくに連れて格子間隔

を小さくしていき，最大で1,350 ×1,350 ，陸上ではm m

12.5 ×12.5 としている．この際，津波によって防波m m

堤・堤防が転倒することはなく，天端を越えた場合の越

流量を考慮している．

図津波による陸上での浸水深を平面分布で示したのが

であり，これによると，新興津地区，興津地区，貝島-9

m m地区では1.0 以下となっているが，高いところでは2

の浸水が生じる箇所もある．この図は同時に，浸水域の

範囲を示してもいるが，巴川（日の出地区と富士見地区

の境界付近を流れている河川）からの津波の遡上が見ら

れるのも特筆すべき点である．

浸水深の平面分布図-9

最大浸水高の発生時間については，早いところで6分，

遅いところで12分程度となっているが，津波注意報・警

報が発令される早さが地震発生後3～5分であることを考

えれば，かなり迅速な避難が要求される結果となってい

る．

津波最大流速の平面分布を に示す．ほとんどの図-10

地区において，浸水流速1.3 を超える流速が発生してm/s

おり，「地下空間における浸水対策ガイドライン同解

説」（国土交通省河川局）を参考にし，身長170 の成cm

人が避難できる限界が水深50 の際に流速1.3 であcm m/s

ることを考えると，人命におよぼす危険が極めて大きい



- -10

港湾と背後地域における間接被害を含めた津波被害波及過程及びその評価方法 岡本修・小田勝也・熊谷兼太郎/

地区が存在するという結果となっている．

津波最大流速の平面分布図-10

浸水開始時間についても，データをとった地点によっ

て最大浸水高の発生時間との差はあるものの，早いとこ

ろで約9分後，遅いところでも約18分後となっており，

図-1迅速な避難が求められるという結果となっている（

）．1

各地点における浸水開始時間図-11

以下に浸水シミュレーション結果による浸水等の特徴

をまとめる．

①港内水域の津波高

・港内水域の津波高については，港口付近が最も高く

なっている．

・港奥部でもふ頭間のコの字型の部分において，エネ

ルギーの集中により津波高が大きくなる場合がある

（興津，袖師地区）．

・波除堤等により，継続して水位が高い場合がある．

②陸域への浸水

・小型船だまり等，岸壁の天端が低い箇所が越流しや

すい．

・海岸保全施設が整備されていない箇所においては，

背後の住宅地等へと浸水する（江尻，日の出，富士見，
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折戸，塚間，三保の各地区）．

・河川を遡上した津波が堤防を越え浸水する場合があ

る（庵原川河口付近）．

・港湾区域における浸水高及び流速については，場所

ごとで大きな差がある．

・浸水高とともに，流速が大きくなっている．

・港湾のほぼ全域で2.0 を越える流速が発生する箇m/s

所がある．

・最大流速の方向は，浸水しやすい箇所の位置によっ

て決定される．

・各地区における津波第1波の到達時刻は，港奥部ほ

ど遅れる（新興津地区9分，折戸地区20分）．

2 津波による流出被害に関する検討( )

ここでは，モンテカルロ法を用いた拡散計算により，

質量のない粒子がどのような挙動を示すかについての検

討を行い，陸上にあるコンテナ，木材，チップ，海上に

ある木材，船舶がどのような挙動を示すかについての検

討の参考としている．この漂流シミュレーションの前提

条件を に挙げる．表-2

漂流シミュレーションの前提条件表-2

計算方法 モンテカルロ法を用いた拡散計算

（確率論的手法）

計算範囲 津波シミュレーションと同じ

粒子投入 100～500個

数 （対象地点：陸上14，海上13）

計算時間 陸上：120分，海上：180分

また，流出の可能性のある貨物等の分布を に示図-12

す．
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流出の可能性のある貨物等の分布図-12

次に各粒子の漂流状況を に示す．これによると，図-13

陸上投入点が陸域に漂流しているケースと，海域に漂流

しているケースとの両方が見られる．また海上投入点に

ついては，沖側へ漂流しているケースが多い．これらの

結果をまとめると以下のようになる．

①陸域部の漂流

・陸域部の流出物は押し波時に，陸上部に拡散する．

・拡散した流出物の一部は，港内水域に転落し，港内

を漂流する．

②海域部の漂流

・地区によっては，引き波時の流速により，航路に流

出する場合がある（興津，江尻，塚間地区）．

各粒子の漂流状況（左：陸上，右：海上）図-13

4.2 波及過程の把握

で述べたとおり，津波による被害には，主に物理3.2

的現象による直接被害と，経済的ダメージ等による間接

被害があるが，ここでは，被害波及過程図を用いながら，

清水港等で想定される被害を直接被害，間接被害ごとに

試算した．

1 直接被害に関する検討( )

まず，清水港にどの程度の試算が存在するかを明らか

にするため，港湾計画で土地利用を定める範囲内にある

資産を対象として，港湾資産額の試算を行った．対象施

設と試算方法を以下に示す．

公共部門については，以下の通りである．

①家屋資産

・荷さばき施設，旅客施設，港湾厚生施設，港湾管理

施設，休憩所，廃棄物処理施設， 施設，海保施設，CIQ

三セク施設（ ：FAZ)

施設面積×建設単価×残存価格率

②償却資産

・防波堤等外郭施設，岸壁等係留施設及び臨港道路：

建設費×残存価格率

・係留施設，荷役施設，港湾管理用移動施設，船舶役

務用施設，監視艇，巡視艇：

施設数（隻数）×1施設（隻）当たり単価×残存価格

率

・旅客施設，灯台：

建設費×残存価格率

・三セク施設 の設備：(FAZ)

従業員数×1人当たり償却資産額

民間部門については，以下の通りである．

①家屋資産

・漁業，製造業，倉庫業，小売業，マリーナ業等の家

屋資産：

延床面積×家屋評価単価

粒子の漂流方向 粒子の漂流方向
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②償却資産・在庫資産

・漁業（漁家，漁船）：

漁家数×1戸当たり償却・在庫資産額

漁船数×中古漁船1隻当たり価格

・建設業，製造業，電気・ガス水道・熱供給業，運輸

通信業，卸小売業，サービス業，公務：

従業員数×1人当たり償却・在庫資産額

・貨物（屋内貨物，実入りコンテナ，木材，チップ，

砂．砂利，空コンテナ）：

取扱貨物量×1トン当たり価格

・プレジャーボート：

保管数×中古艇1隻当たり価格

・在港一般船舶，作業船：

隻数×船価×残存価格率

・ふ頭駐車場内自動車：

駐車台数×1台当たり残存価格

・家庭用品（港湾地域内住民の家具・家電等）：

世帯数×家庭用品評価額

なお，資料として，治水経済マニュアル（平成12年），

港湾施設台帳データベース（平成11年），港湾統計年報

（平成12年），平成15年延床面積100 メッシュデータ，m

関税統計（平成12年）を使用している．

表-3こうして試算された清水港の港湾資産額を示すと

のようになる．

清水港の港湾資産額の試算結果表-3

資産算出分野 資産額

公共部門 家屋資産 １０４億円

償却・在庫資産 ５７億円

１６１億円

民間部門 家屋資産 ８４８億円

償却・在庫資産 ２，６６４億円

３，５１２億円

合 計 ３，６７３億円

また，港湾労働者・来訪者数は港湾管理者へのヒアリ

ングによって把握し，約2.9万人と試算された．

公共部門の資産の分布状況としては，家屋資産につい

ては，上屋，倉庫が集中する興津地区，袖師地区，日の

出地区，富士見地区において資産額が高くなっており，

償却資産については，荷役機械がある新興津地区，袖師

地区，富士見地区の各ふ頭，旅客乗降用施設等がある富

士見地区に分布している．また民間部門の資産の分布状

況としては，港湾域全体に分布しており，特に臨海部工

場及び倉庫が集積している江尻地区，日の出地区，塚間

地区に集中している．

被害額の試算については，浸水被害が想定される資産

と，流出被害が想定される資産とに分類し，それぞれに

ついて被害額を計上し，合計金額を直接被害額としてい

る．

浸水被害については，計算条件を単純化することから

防波堤等外郭施設及び岸壁等係留施設は被害を受けない

ものとした．その他の公共資産（家屋資産，荷役機械，

三セク施設等）と民間資産（家屋資産，漁家，各業種の

償却・在庫資産，上屋内貨物，実入りコンテナ，家庭用

品）については，浸水高2 未満で浸水被害率0.5（半m

壊），浸水高2 以上で浸水被害率1.0（全壊）とした．m

また計算の際には，浸水シミュレーションでは12.5 メm

ッシュで算定しているが，被害額は100 メッシュで計m

算している．この際には，12.5 ごとの浸水深に対し，m

浸水高2.0 以上のメッシュについて被害率1.0，浸水高m

2.0 以下の浸水が生じているメッシュについて被害率0.m

m5，浸水のないメッシュについては被害率0として100

メッシュに存在する64個についての平均被害率をそのメ

ッシュの被害率として，平均被害率に資産額を乗じ，10

0 メッシュの被害額とした．m

流出被害については，公共資産と民間資産のうち漁船，

プレジャーボート，在港一般船舶，作業船に関する流出

被害率は，港内最高水位により被害率が異なっているこ

とから港内水位上昇ごとに設定し，民間資産のうちの木

材・チップ，砂・砂利は浸水高0 超で流出被害率1.0m

（全損），空コンテナは浸水高0.8 超で流出被害率1.0m

（全損），港内駐車場内自動車は浸水高0.5 以上で流m

出被害率1.0（全損）とした．こうして清水港での直接

被害額を算出した結果が である．表-4

清水港における直接被害の試算結果表-4

区 分 被害額

公共部門 家屋資産 ３８億円

償却・在庫資産 １１億円

４９億円

民間部門 家屋資産 ２６７億円

償却・在庫資産 ７８３億円

１，０５０億円

合 計 １，０９９億円

また浸水被害，流出被害別に試算結果を示すと の表-5

ようになる．
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浸水・流出別の被害額試算結果表-5

区 分 浸水被害額 流出被害額

公共 家屋資産 38億円 －

部門 償却・在庫資産 11億円 ０億円

49億円 ０億円

民間 家屋資産 267億円 －

部門 償却・在庫資産 756億円 27億円

1,023億円 27億円

合 計 1,072億円 27億円

この試算結果を地区ごとに見るため，清水港の図面に

落としたものを に示す．概観すると，日の出地区図-14

の賑わい空間に関する部分や，江尻地区の背後に関する

部分，興津地区の荷役機械等の被害額が比較的大きく出

ていることが言える．

直接被害額の地区別試算結果図-14

2 間接被害に関する検討( )

間接被害の試算項目と試算方法は次の通りである．

①物流機能の低下・停止（輸送ルートの変更等に伴う

被害，コンテナに限定）

・代替港湾を横浜港に設定し，荷主が広域にわたるコ

ンテナ貨物について，ヤード内滞留コンテナも含め，

発災後数日間における陸上での振替輸送費の増加分

を算定

②人流機能の低下・停止（輸送ルートの変更等に伴う

被害，フェリーに限定）

・発災後数日間における，既往の海上ルートと，振り

替えする陸上ルートの輸送費用の差から算定

③産業機能の停止（漁業操業停止被害）

・漁家所得と休漁日数等に基づき算定

④産業機能の停止（第2次・3次産業における操業停

止被害）

・業種別従業員1人当たり付加価値額と操業停止日数

等に基づき算定

⑤産業機能の停止（第2次・3次産業における，飲料

水等代替品の購入のための代替活動費等）

・浸水深別事業所当たり被害単価及び事業所数に基づ

き算定

⑥生活・レクリエーション機能の停止（レク施設利用

者の来訪停止に伴う被害）

・中核的賑わい施設における来訪者当たりの消費額と

付加価値率に基づき算定

⑦港湾の利用環境の悪化（空コンテナの回収費用）

・阪神・淡路大震災の事例より回収費用単価を設定，

流出個数に基づき算定

⑧港湾の利用環境の悪化（原木・チップの回収費用）

・回収作業に従事する作業船等の損料，港運業者等の

従業員の付加価値額，作業日数に基づき算定

⑨港湾の利用環境の悪化（漁船・プレジャーボートの

回収費用）

・船長当たりの単価と平均船長，流出隻数に基づき算

定

⑩港湾の利用環境の悪化（漂流ゴミ等の回収）

・日当たり労働単価，回収日数，従事者数に基づき算

定

また清水港のコンテナ岸壁が被害により使用できず横

浜港を使用する期間は，流出した空コンテナの回収作業

期間からコンテナターミナルの機能停止期間を設定する

ことにより12日，流出したチップ等の回収に要する期間

は，清水港での回収に関わる機材の調達状況等から20日

とし，この間他の港湾機能（人流等）が停止することと

している．

上記の算定方法により試算した清水港の想定間接被害

額を に示す．表-6
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清水港の想定間接被害額表-6

( )間接被害の項目 被害額 百万円

輸送ルート・手段の変更

に伴う被害（コンテナ） １，５９５百万円

輸送ルート・手段の変更

に伴う被害（人流） １４百万円

漁業者における操業停止 ２２百万円

第２次・第３次産業にお

ける操業停止 ３，２９６百万円

第２次・第３次産業にお

ける代替活動費等 ４，６２６百万円

レクリエーション施設利

用者の来訪停止に伴う被 ４８２百万円

害

空コンテナの回収費用 ７百万円

打ち上げ・転覆・沈没し

た漁船の回収費用 １百万円

打ち上げ・転覆・沈没し

たプレジャーボートの処 ４百万円

理費用

水域における漂流ゴミ等

の回収・処理 ３５百万円

合 計 １０，１７３百万円

以上の結果を踏まえて直接・間接被害の試算結果によ

る被害の特徴をまとめると，以下の通りとなる．

①浸水被害

・直接被害については，各地区によって浸水被害が大

きく異なっており，資産が集中し，浸水高が大きい

ほど，被害が大きくなっている（日の出地区）．

・間接被害については，産業の操業停止に伴う被害が

大きくなっている．

②流出被害

・港内水域にコンテナやシャーシが流出し，水没した

場合には，その撤去コストが比較的高い．

③人命被害

・清水港においては，約3,700人の港湾就労者及び日

平均15,000人の来訪者がおり，津波の来襲により大

きな人命被害が発生する可能性がある．

・港湾労働者については，各ふ頭とも多くなっている

ものの，観光客等が集まる施設については日の出地

区に集中している．

このほかにも，高知港，八戸港で同様の手順で検討を

行っており，その結果についても簡単に記載しておく．

まず高知港における港湾資産額についての試算結果を

に示す．表-7

高知港における港湾資産額の試算結果表-7

資産産出分野 資産額

公共部門 家屋資産 ３９．４億円

償却資産 ８．６億円

小 計 ４８．０億円

民間部門 家屋資産 ２０９．８億円

償却資産 ６２１．８億円

小 計 ８３１．６億円

合 計 ８７９．６億円

港湾労働者数 ５，７４７人

また津波シミュレーションにおいては，最大計算格子

間隔を3,600 ×3,600 とし，中央防災会議「東南海，m m

南海地震等に関する専門調査会」の想定地震を用いてい

る．その他は清水港と同じ条件である．

清水港と同様の手順で求めた直接被害額の試算結果を

に示す．表-8

津波による直接被害額の試算結果表-8

資産の分類 浸水被害額 流出被害額

公共 家屋資産 24.2億円 0.0億円

部門 償却資産 0.0億円 3.8億円

小 計 24.2億円 3.8億円

民間 家屋資産 112.2億円 0.0億円

部門 償却資産 303.3億円 16.8億円

小 計 415.5億円 16.8億円

合 計 439.7億円 20.6億円

高知港周辺の経済活動の規模等から，清水港に比較し

て小さめの数字が出ている．

次に八戸港での結果を示す．まず清水港と同様に八戸

港での資産額を把握したものを に示す．表-9

八戸港における港湾資産額の試算結果表-9

資産産出分野 資産額

公共部門 家屋資産 １３億円

償却資産 ２４億円

小 計 ３７億円

民間部門 家屋資産 １０５億円

償却資産 ５２９億円

小 計 ６３４億円

合 計 ６７１億円

また八戸港においては，津波シミュレーションでの想

定地震を明治三陸地震としている．最大格子間隔は5,40

0 ×5,400 ，他の条件は清水港と同様である．以下にm m

直接被害額の試算結果を示す．



- -15

国総研資料 .306No

八戸港における直接被害額の試算結果表-10

資産の分類 浸水被害額 流出被害額

公共 家屋資産 １億円 ０億円

部門 償却資産 ５億円 ０億円

小 計 ６億円 ０億円

民間 家屋資産 １８億円 ０億円

部門 償却資産 ６９億円 ２４億円

小 計 ８７億円 ２４億円

合 計 ９３億円 ２４億円

また八戸港においては清水港と同様な手順で間接被害

額も算出しており，結果を に示す．表ｰ11

八戸港の想定間接被害額表ｰ11

( )間接被害の項目 被害額 百万円

輸送ルート・手段の変更

に伴う被害（コンテナ） ０百万円

輸送ルート・手段の変更

に伴う被害（人流） ０百万円

漁業者における操業停止 ９百万円

第２次・第３次産業にお

ける操業停止 ２，４０９百万円

第２次・第３次産業にお

ける代替活動費等 ２，１０７百万円

空コンテナの回収費用 ０百万円

打ち上げ・転覆・沈没し

た漁船の回収費用 ４百万円

打ち上げ・転覆・沈没し

たプレジャーボートの処

理費用 ０．４百万円

水域における漂流ゴミ等

の回収・処理 ２百万円

合 計 ４，５３１百万円

以上のように，間接被害額はおおよそ45億円となるこ

とがわかった．

参考までに，過去の地震における経済被害額を示すと，

日本海中部地震（1983年）での秋田県における直接被害

額が約1,482億円（秋田県総合防災課ホームページ参

照）とあり，何らかの目安にはなるものと考える．

5.津波対策の基本的な方向性に関する考察

これまでの津波による港湾における被害の状況や，津

波被害波及過程図，モデル港湾における被害の特徴など

から，今後の津波対策についての方向性を考察した．

まず，津波の浸入については，モデル港湾での試算結

果にもあるとおり，ふ頭間奥部及び港奥部からの海水の

越流，天端高の低い船だまりからの越流，河川堤防（巴

川）からの海水越流，防潮堤未整備地区での港湾背後地

域への浸水がみられた．すなわち，港湾地域内のほぼ全

域で被害が発生することがわかった．これらの事態に対

しては，まず予防対策として津波の防護，エネルギーの

低減に資する施策を実施するとともに，港湾及び背後地

域への直接被害のみならず間接被害を減少させることを

目指す必要があり，そのため復旧対策として，優先的に

復旧すべき機能を選定し，重点的に資機材の投入を行う

などといった効果的・効率的な応急復旧作業を講じる必

要がある．

浸水被害については，コンテナヤード，ふ頭の浸水に

よる貨物の水ぬれ，倉庫，上屋等の浸水による貨物の水

ぬれ，事務所，集客施設等への浸水，電源施設の水ぬれ

が起こりうることがわかった．また，津波被害波及過程

図や，直接・間接被害の試算結果などを参考にすれば，

被害の中でも浸水被害が大部分を占めることが見てとれ

る．これらの被害に対しては，先にも述べた津波防護対

策と応急復旧対策を充実させるだけでなく，事前に陸域

での対策を講じることによる被害の防止軽減策をとると

ともに，関係者への津波に対する防災意識の向上を図る

必要性があると考えられる．

流出被害については，コンテナ，原木，チップ等の散

乱及び流出・漂流，また小型船の流出，漂流が起こりう

るものと考えられる．これらの被害に対しては，前に述

べた対策の方向性に加え，流出の可能性のある貨物・船

舶等の移動防止策をハード・ソフト含めて講じておくこ

とが必要となってくると考えられる．

人命被害については，港湾就労者，市民，観光客等の

人命の危険性，沿道建物の倒壊，成人男性の避難限界を

超える箇所が各地で見られるなどの事態が想定される．

これらに対しては，津波に対する危機管理意識の向上な

どもさることながら，適切な情報や安全な避難による人

命防護策を講じることが必要になるものと考えられる．

以上の議論を総合し，津波対策の方向性を箇条書きで

示すと以下のようになる．

・海域，水際線での津波エネルギー低減

・効率的な応急復旧作業

・陸域での対策による被害の防止軽減

・流出の可能性のある貨物・船舶等の移動防止

・津波の低減，適切な情報，安全な避難による人命防

護

・津波に対する危機管理意識の向上

このように津波対策に関する基本的な方向性について
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述べたが，港湾においては，国，港湾管理者，民間事業

者などの様々な主体が活動しており，事前対策から応急

復旧に至るまで，各主体が自助，共助，公助の考え方を

十分に認識し，更には各主体が相互に連携し，役割分担

をしながらの対策構築が求められるものと考える．

また，ハードに関する対策を講じるに当たっては，咋

今の厳しい財政事情などにより進捗に限界があることか

ら，想定される被害の大きさや地域的な危険性あるいは

脆弱性の度合い，物流ネットワーク維持などの防護すべ

き港湾機能を考慮して整備の優先順位を地区ごとに立て

ていくといった具合に，重点的・緊急的に防護する機能

や区域を選定し，限られた予算の範囲内で効果的・効率

的な投資を行うような工夫が必要になると考えられる．

さらにいえば，近年では，これまでに想定していなか

った規模の災害が頻発しているため，港湾及び背後地域

についても，避難対策をはじめとするソフト対策の充実

がこれまで以上に求められている．場合によっては，損

害保険等の手段も含めた対策を各自において検討するこ

とも必要になってくるものと考えられる．

6. まとめ

本研究では，国内の津波被害に関する資料収集にはじ

まり，津波被害の検討を行い，港湾において必要な津波

対策についての基本的な方向性を検討した．

これにより，以下の結果を得ることができた．

(1)我が国において近年発生した港湾及び背後地域に

おける津波被害の概要を整理した．それによると，被

害は「浸水被害」と「流出被害」などに分けられるこ

とがわかった．

(2)施設の被害等の直接被害から，港湾機能の低下を

経て間接被害にいたる様子を，港湾及び背後地域にお

ける津波被害の波及過程図として整理した．今後，各

港湾において，本研究においてまとめた津波被害の波

及過程図を用いながら津波被害の想定及び津波対策の

検討を進めていく必要がある．

(3)清水港等において間接被害も含めた津波被害の試

算，津波被害の評価手法の検討を行った．その結果，

広大な敷地に生産施設を持つ重厚長大産業の集積地で

ある港湾における資産は，これまでの港湾整備により

相当額に上るとともに，津波来襲による資産被害額も

直接被害・間接被害を含めて相当程度の金額になるこ

とがわかった．

(4)港湾及び背後地域における津波対策の基本的な考

え方について検討を行った．津波対策は，予防対策と

復旧対策に分けられ，まず第一に，人命の損失を防ぐ

手だてをとることが必要であり，復旧対策においては，

港湾機能の早期回復を目指した対応を関係者間で事前

に協議して決めておくことが必要であることがわかっ

た．

本研究の成果は，港湾を抱える各地域で，今後の大規

模地震による津波対策を検討する際，直接・間接被害に

よる被害額の推計から事業評価に至るプロセスにおいて

有効に活用されるものと考えている．同時に，直接被害

・間接被害額の評価手法については，算定の前提条件等

にさらなる精緻化が求められるところであり，この点に

ついては今後鋭意取り組んでいく考えである．また津波

対策として必要な具体的施策については，国土交通省港

湾局と連携しより具体的な施策としてとりまとめること

としている．

7. おわりに

以上のような流れを俯瞰すると，現在の津波対策は，

過去に被害を受けた地域においては重点的に行われてい

るが，過去に港湾における被害の少なかった地域におい

ては，必ずしも充実した対策がとられているとは言い難

い状況であることがわかった．

これは，海岸保全施設が建設された当時に比べ，その

前面に埋立が行われ，港湾を中心とする産業活動が活発

に行われてきたこととの関係が無縁ではないと言える．

すなわち，海岸保全施設建設時における海岸線よりも地

域の経済活動が臨海部へ徐々に展開してきていることが

あるのではないかと考えられる．

また，過去に津波が来襲した時点と現在とを比較すれ

ば，港湾での取扱貨物量も相当増加しており，マリンレ

ジャーも急速に普及してきており，さらにはコンテナ輸

送も活発化し続けていることなどから，津波来襲によっ

てコンテナ，プレジャーボート等の流出被害など過去の

被害形態とは異なった，いわば新しいタイプの被害が起

こることが想定される．このため，津波対策の検討に当

たって，本研究において検討してきた手法が十分参考に

なるものと考えられ，こういった対策の中で，例えば人

的被害を最小化する施策を優先するなどの重みを付けて

行うことも必要であると考える．

今回の資料では触れていないが，津波により土砂が運

搬されることにより航路の埋没等が起こりうること，ま

たライフラインが被災することにより経済活動のみなら
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ず各方面での被害も予測される．そうした意味で，津波

被害波及過程図のブラッシュアップなど今後対処すべき

研究課題も残っているといえる．

具体的な津波対策は，あくまで港湾を抱える地域にお

いて行われるべきものであり，また行政だけで対応でき

るものと考えるべきものではない．そのためにも各地域

において，港湾に存在している様々な関係者からなる津

波対策協議会を早急に組織し（既存の災害対策協議会が

ある場合にはそれを活用しても構わない），港湾管理者，

海上保安部，関係企業などの役割分担を定め，万全を期

すことが望まれる．

また，今回は検討対象としなかった港湾背後地域にお

ける津波対策についても，関係自治体等による対策は不

可欠であり，そのことを認識していただくことも重要で

ある．ハザードマップの整備率は依然として低い状況に

あるが，まずは各地域において地域住民を交え津波対策

を関係者間で議論する場を設けるなどの取り組みから始

めることが肝要である．

津波という現象は，言うまでもなく自然の脅威を思い

知らされるものである．まず，そのことを関係者に認識

していただくことが最大の課題である．その上で津波対

策を進めていくということも今後必要となってくるもの

と考えている．

（2006年2月15日受付）
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付録1.港湾における津波被害と港湾資産被害額

全国の港湾資産額と被害額を試算した結果を示す．

まず港湾資産を公共部門と民間部門に分類し，公共部

門の資産対象施設に防波堤，岸壁及び護岸等を含む港湾

公共施設，港湾整備事業，海岸整備事業等により整備し

た施設を計上している．算出はＰＩ法により行っている．

ＰＩ法とは施設の新設費用及び改良費用及び災害復旧費

（デフレーターを考慮した実質値）に施設の平均耐用年

数，被害発生年数を考慮してストック額を算出したもの

で，「日本の社会資本－21世紀へのストック」（経済企

画庁総合計画局編）において，1993年までの港湾公共資

産（ストック額）が算出されており，それに基づき，20

03年までのストック額を再算出した．また新設改良費は

港湾整備事業，海岸事業，港湾機能施設整備事業，港湾

関係民活事業に係る費用を，災害復旧費は港湾関係災害

復旧事業に係る費用を計上した．1952年以前の施設の新

設改良費用及び災害復旧費用については，「港湾資産の

推計」（昭和41年3月、運輸省港湾局計画課）により通

常事業費（直轄＋地方）及び災害復旧事業費分を計上し

た．こうして、2003年（平成15年）時点の港湾公共資産

（ストック額）を試算すると、約31.2兆円となる．

次に民間部門の資産額の試算方法を以下に示す．

①家屋資産

・漁業，製造業，倉庫業，小売業，マリーナ業の家屋

資産：

延床面積×建設単価×残存価格率（30％）

②償却・在庫資産

・漁業（漁家，漁船）：

漁家＝漁家数×1戸当たり償却・在庫資産額

漁船＝漁船数×中古漁船1隻当たり価格

・建設業，製造業，電気・ガス水道・熱供給業，運輸

通信業，卸小売業，サービス業，公務：

従業員数×1人当たり償却・在庫資産額

・貨物：

取扱貨物量×1トン当たり価格

・プレジャーボート：

保管数×中古艇1隻当たり価格

・在港一般船舶，作業船：

隻数×船価×残存価格率（30％）

港湾労働者・来訪者等については、「臨海部産業動向

調査」等各資料により集計した．

また算出に用いた資料は，港湾施設台帳データベース

（平成11年），国有資産－件別情報，港湾機能施設要覧

（平成5～11年），港湾統計年報（平成12年），漁船統

計表（平成11年），商業統計（平成6年），工業統計

（平成7年），事業所統計（平成8年），国勢調査（平成

7年），長期港湾政策策定調査（港湾管理者アンケー

ト）等である．なお，算出対象とする資産は，港湾計画

で土地利用計画を定めている範囲内にある資産である．

こうして港湾資産額を試算した結果を に示す．付表-1

港湾資産額の試算結果付表-1

資産算出分野 資産額

公共部門 港湾整備事業による

港湾資産（ＰＩ法） ３１．２兆円

施設等その他施CIQ

設 ０．４兆円

小 計 ３１．６兆円

民間部門 家屋資産 ９．０兆円

償却・在庫資産 ５７．５兆円

小 計 ６６．５兆円

合 計 ９８．１兆円

港湾労働者・来訪者等 ７６０万人

この結果から、わが国の港湾における資産は約98兆円

と推計され，その構成は民間部門が多く，全体の約68％

を占めることがわかった．

津波による港湾被害額の試算については，津波被害の

対象とする港湾資産額を以下の方法で計上した．

1 公共部門( )

①家屋資産

・荷捌き施設，旅客施設，港湾厚生施設，港湾管理施

設，廃棄物処理施設， 施設，海保施設，三セクCIQ

施設（交流施設，旅客ターミナル施設），休憩所：

施設面積×建設単価×残存価格率（30％）

②償却資産

・係留施設，荷役施設，港湾管理用移動施設，船舶役

務用施設，処理系施設，監視艇，巡視艇：

施設数（船舶の場合は隻数）×1施設当たり価格×

残存価格率（30％）

・旅客施設，灯台：

建設費×残存価格率（30％）

・三セク施設（交流施設，旅客ターミナル施設）の設

備：

三セク家屋資産×民間部門の償却・在庫資産／民間

部門の家屋資産×一人当たりの償却資産／一人当た

りの償却・在庫資産

2 民間部門( )

①家屋資産

・漁業，製造業，倉庫業，小売業，マリーナ業の家屋

資産：
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延床面積×建設単価×残存価格率（30％）

②償却・在庫資産

・漁業（漁家、漁船）：

漁家＝漁家数×1戸当たり償却・在庫資産額

漁船＝漁船数×中古漁船1隻当たり価格

・建設業，製造業，電気・ガス水道・熱供給業，運輸

通信業，卸小売業，サービス業，公務：

従業員数×1人当たり償却・在庫資産額

・貨物（バラ貨物、コンテナ等）：

取扱貨物量×1トン当たり価格

・プレジャーボート：

保管数×中古艇1隻当たり価格

・在港一般船舶，作業船：

隻数×船価×残存価格率（30％）

3 港湾労働者・来訪者等：( )

「臨海部産業動向調査」等各資料により集計

想定津波の設定は，既往調査に示される津波高のうち，

最大のものをとっているが，内容を以下に示す．

①想定地震津波計算値

地震名：日本海東縁部および太平洋沿岸における各想

定津波ごとに算出した沿岸最大津波水位の市町村平均値

が最も高い想定地震（例：Ｇ1－1等（地体構造区分によ

る断層モデル名））

津波高①：想定地震波で生じた沿岸最大津波水位の市

町村最大値

②既往地震津波計画値

地震名：各想定津波ごとに算定した沿岸最大津波水位

の市町村平均値が最も高い想定地震（例：明治三陸地震

等）

津波高②：想定地震波で生じた沿岸最大津波水位の市

町村最大値

③既往地震津波実態調査

地震名：当該市町村での既往最大津波高とその原因と

なった地震（例：昭和三陸津波等）

津波高③：実態調査により得た平均値

④遠地（チリ）地震最大痕跡高（津波高④）

当該市町村で観測されたチリ地震津波による最大痕跡

⑤海岸データベース計画津波高

決定根拠：津波高を決定した根拠（例：痕跡，シミュ

レーション解析等）

津波高⑤：決定根拠による津波高

⑥東海地震最大津波高（津波高⑥）

中央防災会議資料に基づく最大津波高

⑦東南海＋南海地震津波読取値（津波高⑦）

中央防災会議資料による海岸の津波の高さの市町村

最大値を港湾位置において読み取った値

これらの津波高のうち、想定津波被害判定に用いる津

波高は、上記の①～⑦のうちの最大津波高とする．

津波による港湾被害額等の試算は、次の要領で行って

いる．

判定Ａ：津波が海岸保全施設天端を越える場合

判定Ｂ：津波が埠頭天端高を越えるが海岸保全施設天

端を越えない場合

判定Ｃ：津波が埠頭天端高を越えない場合

各港湾をこれら３つに分類し，各港での被害額は，

「 ＝三陸地震」（首藤伸夫）等を参考に，津波Tsunami

高2 未満の地域では資産額に0.5を乗じ，2 以上の地m m

域では1.0を乗じ，重要港湾以上，地方港湾ごとに試算

した．これらの試算結果を に示す．付表-2

津波による港湾の被害額（単位：10億円）付表-2

項 目 重要港湾以上 地方港湾

判定Ａの港湾の被

害額（試算） １９，２１５ １１０

判定Ｂの港湾の被

害額（試算） １３，１２０ １９

津波による港湾被

害額の総計 ３２，３３５ １２９

合 計 ３２，４６４

結果，津波による港湾被害額の総計は約32.5兆円とな

る．

付録2.モデル港湾における津波対策のケーススタディ

ここでは，モデル港湾を対象として，どのような津波

対策が必要となるかをケーススタディにより明らかにし

ている．内容的には，避難対策、流出対策、応急対策の

３つについて検討を行っている．モデル港の抽出に際し

ては，

・津波を伴う大規模地震が切迫する地域の港湾

・国内外の輸送拠点となる港湾

ということを考慮し，清水港を抽出することとした．

1 避難対策のケーススタディ( )

①津波によって被災する可能性のある労働者・来訪者数

の推計

清水港での検討対象エリア内の民間企業労働者数と来

訪者数を以下に示す．

・新興津地区（約306,000㎡）：民間企業労働者数165人

・興津地区（約443,000㎡）：民間企業労働者数1,268人

・袖師地区（約939,000㎡）：民間企業労働者数1,625人

・江尻地区（約659,000㎡）：民間企業労働者数2,275人，
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来訪者数40人

・日の出地区（約481,000㎡）：民間企業労働者数3,65

5人，来訪者数15,000人

・富士見地区（約614,000㎡）：民間企業労働者数1,91

1人

・折戸地区（約210,000㎡）：民間企業労働者数699人，

来訪者数20人

・塚間地区（約596,000㎡）：民間企業労働者数1,506人

・貝島地区（約1,172,000㎡）：民間企業労働者数486人

・三保地区（約81,000㎡）：民間企業労働者数265人，

来訪者数20人

ここで，港湾の労働者数は，総務省統計局の地域メッ

シュ統計「 13 事業所・企業統計調査」による産業分H

類別従業者メッシュデータを地区毎に抽出・整理したも

のであり，港湾の来訪者数は，港湾管理者ヒアリングに

よるものである．

安全避難困難区域の推計は，「地下空間における浸水

対策ガイドライン同解説」に示される安全避難が困難と

なる領域に含まれる地域を「安全避難困難区域」として

おり，検討対象者は，港湾労働者を想定し，165 （日cm

本人成人の平均身長）としている．被災する可能性のあ

る港湾労働者・来訪者数と津波到達時間を地区毎に整理

したものを以下に示す．

・新興津地区

浸水域面積：306,000㎡（内安全避難困難区域0），

被災する可能性のある港湾労働者・来訪者数：165人，

津波到達時間：9分

・興津地区

浸水域面積：341,600㎡（内安全避難困難区域88,400

㎡），被災する可能性のある港湾労働者・来訪者数

：978人，津波到達時間：9分

・袖師地区

浸水域面積：422,000㎡（内安全避難困難区域104,80

0㎡），被災する可能性のある港湾労働者・来訪者数

：731人，津波到達時間：12分

・江尻地区

浸水域面積：383,100㎡（内安全避難困難区域156,10

0㎡），被災する可能性のある港湾労働者・来訪者数

：1,346人，津波到達時間：14分

・日の出地区

浸水域面積：451,900㎡（内安全避難困難区域214,40

0㎡），被災する可能性のある港湾労働者・来訪者数

：17,526人，津波到達時間：14分

・富士見地区

浸水域面積：515,800㎡（内安全避難困難区域180,30

0㎡），被災する可能性のある港湾労働者・来訪者数

：1,606人，津波到達時間：18分

・折戸地区

浸水域面積：208,900㎡（内安全避難困難区域137,00

0㎡），被災する可能性のある港湾労働者・来訪者数

：716人，津波到達時間：20分

・塚間地区

浸水域面積：495,600㎡（内安全避難困難区域91,900

㎡），被災する可能性のある港湾労働者・来訪者数：

1,253人，津波到達時間：15分

・貝島地区

浸水域面積：573,900㎡（内安全避難困難区域80,600

㎡），被災する可能性のある港湾労働者・来訪者数：

238人，津波到達時間：14分

・三保地区

浸水域面積：71,700㎡（内安全避難困難区域41,700

㎡），被災する可能性のある港湾労働者・来訪者数

：253人，津波到達時間：14分

②津波到達時間までの避難可能距離の推計

避難行動条件を以下のとおりとした．

・地震発生後の避難行動開始時間を5分とし，津波到

達予想時間から5分を減じたものを避難港同時間と

する（中央防災会議「津波による死亡者の想定」）

・避難時の歩行速度：80ｍ 分（不動産鑑定における/

歩行速度）

よって避難可能距離は

避難可能距離＝歩行速度×（津波到達予想時間－5分）

である．

避難場所，避難ルートの指定については，以下のとお

りとした．

避難施設の指定方法は

・検討対象エリア内における既存施設で避難施設とし

ての機能を有するものに関しては，基本的に全て避

難施設として指定する．

・浸水域から津波到達時間内に，避難施設としての機

能を有する既存施設まで避難不可能な場合には，新

たに避難施設を整備する．

とした．

避難ルートの指定方法については，

・安全避難困難区域から避難場所に至る場合を除き，

避難ルート上の一部に安全避難困難区域を含むよう

な避難ルートの設定は行わない．

・コンテナヤード内や野積み場内を通り避難せざるを

得ない場合は，地震により貨物・コンテナ等の倒壊

のおそれが極力少ないルートを設定する．
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・建物等の倒壊のおそれがあるルートを設定する必要

がある場合は，建物等の耐震化を行う．

とした．

以上の条件で，避難施設，避難ルートの指定を行った

結果を ， に示す．付図-1 付図-2

清水港北部の避難施設，避難ルートの指定付図-1

結果

清水港南部の避難施設，避難ルートの指定付図-2

結果

これらの結果から，赤色で塗った安全避難困難区域を

解消するには，赤色の丸で印を付けた避難施設を新たに

整備する必要があることがみてとれる．

2 流出対策のケーススタディ( )

ここでは，津波浸水により，流出する可能性のある貨

物として，「空コンテナ」，「原木」及び「チップ」を

想定し，流出対策の検討を行う．

まず清水港の施設ごとの「空コンテナ」，「原木」，

「チップ」の数量を以下のように把握した．

・空コンテナ：港湾管理者ヒアリング

・原木，チップ：津波来襲時における取扱量を次式よ

①興津地区・袖師地区（北部）

500m

560m

560m

320m

320m

320m

320m

320m

300m

320m

320m

※各地区の津波到達時間は、地区内に
　おいて最も早い浸水開始時間としている。

●津波到達時間
　興津地区：9分、袖師地区12分
■津波到達までの避難可能距離
　興津地区：320m、袖師地区：560m

北部浄化センター

市営横砂アパート

港湾労働者福祉センター

興津国際流通センター

320m

300m

320m

320m

320m

240m

260m

320m
320m

480m

500m

560m

500m

520m

560m
青字　：津波避難施設（既設）

：　検討対象エリア
：　浸水地域
：　安全避難困難区域

：新たに整備する避難施設

　　　　：避難ルート

　　　　：SOLASフェンス

り推計

貨物取扱量＝年間取扱貨物量／回転率（回／年）

ただし，回転率を10とする

地区別には以下のとおりである．

・興津第1ふ頭（空コンテナ）

保管施設面積：33,000㎡，空コンテナ（20 換算）ft

蔵置数：800個

・興津第2ふ頭（空コンテナ）

保管施設面積：68,400㎡，空コンテナ（20 換算）ft

蔵置数：3,000個

・袖師第1ふ頭（空コンテナ）

保管施設面積：159,800㎡，空コンテナ（20 換ft

算）蔵置数：3,400個

（原木）

t保管施設面積：50,900㎡，原木蔵置量：8,100

・袖師第2ふ頭（チップ）

t保管施設面積：55,500㎡，チップ蔵置量：48,700

・富士見ふ頭（チップ）

t保管施設面積：95,000㎡，チップ蔵置量：83,400

・折戸野積場1号（原木）

t保管施設面積：23,100㎡，原木蔵置量：3,700

・折戸陸上貯木場（原木）

t保管施設面積：26,600㎡，原木蔵置量：4,200

・折戸水面貯木場（原木）

t保管施設面積：90,200㎡，原木蔵置量：3,000

流出貨物量の推計方法は，流出被害の対象とする貨物

の種類により，流出被害の発生する浸水深を以下のよう

に設定した．

・空コンテナ

20フィートの空コンテナが流出する浸水深は3段積

みを想定すると0.6 で流出するとされている．我m

が国の港湾における空コンテナの積み段数は3～5段

が一般的であるため，ここでは危険側の3段積みを

想定した．

・原木，チップ

原木，チップは，「浸水＝流出」するものと想定す

る．

流出貨物量の推計方法は，施設内において，流出被害

の発生する浸水深以上となる面積の割合により，流出貨

物量を推計した．すなわち

流出貨物量＝（流出被害発生浸水深以上となる区域の

面積／施設面積）×取扱数量

とした．

付図-3 付図以上により算出した貨物の流出状況を ，

に示す．-4

①興津地区・袖師地区（北部）

500m

560m

560m

320m

320m

320m

320m

320m

300m

320m

320m

※各地区の津波到達時間は、地区内に
　おいて最も早い浸水開始時間としている。

●津波到達時間
　興津地区：9分、袖師地区12分
■津波到達までの避難可能距離
　興津地区：320m、袖師地区：560m

北部浄化センター

市営横砂アパート

港湾労働者福祉センター

興津国際流通センター

320m

300m

320m

320m

320m

240m

260m

320m
320m

480m

500m

560m

500m

520m

560m
青字　：津波避難施設（既設）

：　検討対象エリア
：　浸水地域
：　安全避難困難区域

：新たに整備する避難施設

　　　　：避難ルート

　　　　：SOLASフェンス

●津波到達時間：14分
■津波到達までの避難
　可能距離：720m

②江尻地区（南部）・日の出地区

500m

清水マリンビル

エスパルスドリームプラザ

清水マリンターミナル

清水港合同庁舎

(株)天野回漕店

浪漫館

鈴与(株)本社

アオキトランス(株)

(株)三明商事

県立魚舎清水総合事務所

ホテルサンルート

720m

200m

230m

230m
150m

670m

650m

青字　：津波避難施設（既設）

：　検討対象エリア
：　浸水地域
：　安全避難困難区域

：新たに整備する避難施設

　　　　：避難ルート

　　　　：SOLASフェンス
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清水港北部における貨物の流出状況付図-3

からわかる流出貨物により生じる港湾機能の障付図-3

害として，空コンテナ，原木の流出による船舶の航行障

害があり，これにより緊急物資の搬入不能、物流機能の

低下が起こる．またチップ流出による海域環境の悪化が

発生し，船舶のエンジンを冷却するための2次冷却水

（海水）の取水口に流出したチップが目詰まりすること

によるエンジン停止が起こる．

清水港南部における貨物の流出状況付図-4

また からは，原木の流出による船舶の航行障害付図-4

が発生し，物流機能が低下することがわかる．またチッ

プ流出による海域環境の悪化が発生し，船舶のエンジン

を冷却するための2次冷却水（海水）の取水口に流出し

たチップが目詰まりすることによるエンジン停止が起こ

ることがわかる．

これらの結果から考えられる貨物流出対策の案をまと

めると、以下のようになる．

①空コンテナの流出対策

・蔵置面の嵩上げ

・ヤード周辺における流出防止施設の整備

・ヤード内の低浸水区域への蔵置

②清水港（南部）

500m

4,100／4,200　t流出量／蔵置量

26,100㎡保管施設内浸水域面積

原木（折戸陸上貯木場）

3,700／3,700　t流出量／蔵置量

23,100㎡保管施設内浸水域面積

原木（折戸野積場１号）

75,900／83,400　t流出量／蔵置量

86,400㎡保管施設内浸水域面積

チップ（富士見埠頭）

検討対象エリア

想定流出方向

流出貨物により生じる港湾機能の障害
・原木の流出による船舶の航行障害
　→物流機能の低下
・チップ流出による海域環境の悪化
→船舶のエンジンを冷却するための２次冷却水
　　（海水）の取水口に、流出したチップが目詰ま
　　りすることによるエンジン停止

4,100／4,200　t流出量／蔵置量

90,200㎡保管施設内浸水域面積

原木（折戸水面貯木場）

40／800　個流出数／蔵置数

33,000㎡
（200㎡）

保管施設内浸水域面積
（内　浸水深60cm以上となる面積）

空コンテナ（興津第１埠頭）

180／3,400　個流出数／蔵置数

90,600㎡
（2,000㎡）

保管施設内浸水域面積
（内　浸水深60cm以上となる面積）

空コンテナ（袖師第１埠頭）

2,800／8,100　t流出量／蔵置量

17,500㎡保管施設内浸水域面積

原木（袖師第１埠頭）

18,000／48,700　t流出量／蔵置量

20,500㎡保管施設内浸水域面積

チップ（袖師第２埠頭）

500m

590／3,000　個流出数／蔵置数

66,400㎡
（0㎡）

保管施設内浸水域面積
（内　浸水深60cm以上となる面積）

空コンテナ（興津第２埠頭）

流出貨物により生じる港湾機能の障害
・空コンテナ、原木の流出による船舶の航行障害
　→緊急物資の搬入不能、物流機能の低下
・チップ流出による海域環境の悪化
　→船舶のエンジンを冷却するための２次冷却水
　　 （海水）の取水口に、流出したチップが目詰ま
　　 　りすることによるエンジン停止検討対象エリア

想定流出方向

①清水港（北部）

②原木の流出対策

・貯木場周辺における流出防止施設の整備

・陸上貯木場原木の固縛

・陸上貯木場内の低浸水区域での保管

・水面貯木場原木のワイヤー係留強化

③チップの流出対策

・野積み場周辺における流出拡散防止施設整備

・ネットによる被覆

3 応急対策のケーススタディ( )

ここでは，津波被災後，港湾機能の低下要因として最

も影響の大きいと考えられる流出物の回収に関して，清

水港で策定されたマニュアル等を参考として示す．

まず「清水港地震災害対策マニュアル」の概要である

が，清水港においては，「清水港地震災害対策マニュア

ル（平成16年3月）」を策定し，行政と民間が相互に連

携した迅速な対応業務の実施を図っている．このマニュ

アルの流れとしては，津波警報の発令後，

・船舶の港外退避（大型船の退避）

・木材チップ等の拡散防止措置（船舶の港外退避後，

オイルフェンスを展張）

・木材の流出防止措置（野積み場の原木の固縛等）

・移動式荷役機械の避難（フォークリフト，クレーン

等の避難）

・ふ頭内に駐車している車両の移動（各企業の従業員

の自家用車の移動）

・プレジャーボート対策（放置艇対策の推進）

・上屋・倉庫内荷物の内陸への移動（緊急物資搬入ス

ペースの確保）

のような地震に伴う津波来襲前の予防措置を講じ，発災

後には，津波警報解除後，3日目までに港湾機能の応急

復旧を図ることを目標として，応急復旧措置を講じるこ

ととしている．応急復旧作業の優先順位としては，一番

目には航路の啓開と耐震岸壁の使用可能化を挙げており，

二番目には一般岸壁のうち，応急復旧可能な岸壁の使用

可能化を挙げている．作業としては，深浅測量等を2日

目までに終え，流出チップ回収を1日目に，流出木材回

収，木質瓦礫の回収，沈没自動車等の引き上げ（耐震強

化岸壁の周辺のみ）を3日目までに終了させ，緊急物資

の搬入を30日目まで行い，本格復旧を図ることにしてい

る．

深浅測量等港内調査の実施及び被災状況に関する情報

収集についてであるが，清水港では，津波警報解除後の

応急対策の第一として，行政機関においては，各自港内

の調査を実施するとともに，民間においては，各企業→

所属する業界団体→港湾管理者のルートで，被災状況を

港湾と背後地域における間接被害を含めた津波被害波及過程及びその評価方法 岡本修・小田勝也・熊谷兼太郎/
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調査・報告することにしている．

流出物回収体制については，行政から民間への協力要

請に基づき早期に確保することとしている．具体的には，

初動時の窓口を，行政は清水港管理局に，民間は清水建

設業協会に，それぞれ一本化し，行政の協力要請に基づ

き，民間は早急に流出物の回収作業に関する体制を確保

することにしている．

また流出物の回収作業を優先的に実施する箇所を決定

し，民間の協力の下，迅速に回収作業を実施することに

しており，まず最優先応急対策実施箇所を

①新興津・興津ふ頭の耐震強化岸壁周辺水域

②航路から①に至る水域

③日の出ふ頭の耐震強化岸壁に至る水域

④その他使用可能な岸壁に至る水域

の順で決定し，

・流出チップ回収については

石油災害防止会にオイルフェンスの要請→海上保安部

の専用船及び曳船所有会社にオイルフェンスの展張及び

チップの回収作業を要請→集めたチップを起重機により

陸揚

・流出木材回収については

流出木材を作業船で水面貯木場まで曳航→それが困難

な場合は，筏組して三保又は貝塚方面に曳航・係留

・木質瓦礫の回収については

除去要請→水域の状況・海底面の測量結果に関する情

報入手→作業船2隻を1組とし，網・ワイヤー・ロープを

引いて瓦礫を収集→集めた瓦礫を海洋土木会社の起重機

船近くまで曳航→起重機により陸揚

・沈没自動車等の引き上げについては

クレーン船及び潜水士船による引き上げ

といった手順でそれぞれ実施することにしている．

流出物の回収後は，行政・民間の連携により，緊急物

資の受け入れを迅速に実施することにしており，緊急物

資輸送機能を確保することにしている．
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